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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【発行日】平成26年6月26日(2014.6.26)

【公開番号】特開2013-4994(P2013-4994A)
【公開日】平成25年1月7日(2013.1.7)
【年通号数】公開・登録公報2013-001
【出願番号】特願2011-130655(P2011-130655)
【国際特許分類】
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   Ｈ０４Ｌ  29/08     (2006.01)
   Ｈ０４Ｌ  12/70     (2013.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｑ   7/00    ２８４　
   Ｈ０４Ｑ   7/00    ２４５　
   Ｈ０４Ｑ   7/00    ５５７　
   Ｈ０４Ｑ   7/00    １２０　
   Ｈ０４Ｌ  13/00    ３０７Ｃ
   Ｈ０４Ｌ  12/56    ２６０Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成26年5月9日(2014.5.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　また、本願の請求項１０に記載の技術は、
　データをマルチキャスト送信する送信局と、マルチキャスト・グループを構成して前記
マルチキャスト送信されたデータを受信する複数の受信局で構成され、
　前記マルチキャスト・グループを構成する複数の受信局はそれぞれマルチキャスト送信
の通信品質に関するフィードバック情報を定期的に返信し、
　前記送信局は、前記マルチキャスト・グループを構成する複数の受信局からのフィード
バック情報に基づいて、前記マルチキャスト・グループを構成する複数の受信局のうち少
なくとも一部においてマルチキャスト送信の通信品質が第１の所定値未満となっても、そ
の他の多数の受信局においてマルチキャスト送信の通信品質が第１の所定値を満たすマル
チキャスト伝送レートに決定する、
通信システムである。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５８】
　ここで、Ｍ－Ｋ1σが所定値Ｑ１未満になっているときは（ステップＳ２０６のＹｅｓ
）、優先端末だけでなく非優先端末へもマルチキャスト・データの通信品質の向上を考慮
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して、マルチキャスト伝送レート制御部１０５は、現在設定しているマルチキャスト伝送
レートが最低レートでないことを判定した上で（ステップＳ２０７のＮｏ）、マルチキャ
スト伝送レートを１段階だけ低く設定する（ステップＳ２０８）。また、現在設定してい
るマルチキャスト伝送レートが最低レートのときには（ステップＳ２０７のＹｅｓ）、マ
ルチキャスト伝送レート制御部１０５は、ステップＳ２０２に戻る。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６３】
　ここで、Ｍ－Ｋ2σが所定値Ｑ２未満になっているときは（ステップＳ２１０のＮｏ）
、ステップＳ２０６における判定結果と併せて考慮すると、現在設定しているマルチキャ
スト伝送レートはマルチキャスト・グループ内の所定の割合以上の無線端末局における通
信品質に対して適切であると考えられる。そこで、マルチキャスト伝送レート制御部１０
５は、そのままステップＳ２０２に戻る。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６７】
　本実施形態に係る無線ＬＡＮシステムにおいて、通信品質の指標として、パケット到達
率（＝１－ＰＬＲ）を用いることができることは既に述べた。パケット到達率以外にも、
無線端末局において受信するマルチキャスト・データの受信信号強度（Ｒｅｃｅｉｖｅｄ
　Ｓｉｇｎａｌ　Ｓｔｒｅｎｇｔｈ　Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ：ＲＳＳＩ）［ｄＢｍ］など
を利用することもできる。また、パケット到達率と受信信号強度など、２以上の指標を組
み合わせて通信品質の指標を作成するようにしてもよい。さらには、無線端末局毎に異な
る種類の指標を通信品質に用いて、無線基地局ＡＰにフィードバックするようにしてもよ
い。
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